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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス板の切断開始点に微細なクラックを入れるクラッキング手段と、
　前記ガラス板に吸収される少なくとも一つのレーザービームによる照射加熱手段と、
　前記少なくとも一つのレーザービームによる照射加熱の後、冷却流体によるガラス板の
冷却手段と、
　ブレーキング手段とを含むガラス板の切断装置において、
　前記照射加熱手段は、前記レーザービームが第１炭酸ガスレーザービームである照射手
段と、その照射面積２０～２００ｍｍ２に平面照射密度を０．０５～２ｊｏｕｌｅ／ｍｍ
２の範囲で制御する第１制御手段と、前記第１炭酸ガスレーザービーム照射手段の後部に
配設される前記冷却流体によって、スクライブラインを生成する第１冷却手段とを包含し
、
　前記ブレーキング手段は、前記第１冷却手段の後方に配置する第２炭酸ガスレーザービ
ーム照射手段と、前記照射面積２０～２００ｍｍ２に体積照射密度を０．１～０．５ｊｏ
ｕｌｅ／ｍｍ３の範囲に制御する第２制御手段と、前記第２炭酸ガスレーザービーム照射
手段の後部に配設される冷却流体によってブレーキングする第２冷却手段とを包含してな
ることを特徴とするガラス板切断装置。
【請求項２】
　前記第２制御手段が切断初期におけるブレーキング手段の体積照射密度をガラス板の切
断開始点から１０～１５０ｍｍの間で、１０～６０％に減少させる制御手段であることを
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特徴とする請求項１記載のガラス板切断装置。
【請求項３】
　前記第２制御手段が切断初期におけるブレーキング手段の照射強度を減少させ１０～６
０％にする場合、切断初期と切断初期以後の照射強度を連続曲線的に、或いは２段以上の
ステップを取るように制御する制御手段であることを特徴とする請求項２に記載のガラス
板切断装置。
【請求項４】
　前記平面照射密度或いは体積照射密度の制御は照射手段の出力、照射手段の照射面積、
照射手段の移送速度の中で、少なくとも一つ以上を制御することによって実現されること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のガラス板切断装置。
【請求項５】
　前記照射手段の出力の制御、又は照射手段の移送速度の制御は、照射手段の移送速度に
比例し、照射手段の出力を変化させる同期手段を更に含めて実現されることを特徴とす請
求項４に記載のガラス板切断装置。
【請求項６】
　前記冷却手段における冷却流体が水であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載のガラス板切断装置。
【請求項７】
　前記冷却手段の直ぐ後方に冷却流体の真空吸入手段を更に配設することを特徴とする請
求項１～６のいずれかに記載のガラス板切断装置。
【請求項８】
　前記クラッキング手段は超硬度材料で形成されたノッチングクラッカー、又はＮｄ：Ｙ
Ｖ０４であるパルスレーザーを集光装置によって集光して照射するレーザークラッカーで
あることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のガラス板切断装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のガラス板切断装置を使用し、ガラス板を切断して製造
することを特徴とする表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
   本発明は、ガラス板をレーザービームで切断する装置に関し, 特に液晶やプラズマ, 
フィールドエミッション(field emission)による表示パネルの製造工程におけるガラス板
をレーザービームで切断する装置と、前記切断装置を使用して製造する表示パネルに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ガラス板の切断はダイアモンドなどの超硬度材料によってスクライブラインを生
成させた後、機械的応力を加えて切断する方法が一般的であった。
【０００３】
　それが、1969年、Lumleyが Ceramic Bulletin誌 第48巻9号にレーザービームによるガ
ラス板の切断方法を発表して以来、多くの研究成果とこれに伴う多くの特許が出願されて
いる。
【０００４】
　前記Lumleyの研究は、ガラス材料の溶融切断ではなく、浅い割れ目(以下、スクライブ
ラインと呼ぶ。)をレーザービームで加熱させ、その膨張によってクラックを発生させ、 
これを進展させることによってガラスを切断する方法を提案したものであった。その後、
アメリカ特許第3932726号には、無制限長さで製造されているガラス板を所定の長さに切
断する方法が、アメリカ特許第6112967号には、対象となる面にＵ模様に広げたレーザー
ビームを照射した後、冷却させることによって、浅いスクライブラインを発生させる方法
が、アメリカ特許第5609284号には、あらかじめガラス板の切断部分を加熱することによ
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って深いスクライブラインを生成する方法が提案されている。
【０００５】
　なお、スクライブラインを生成させるためのレーザービーム照射に先立って、ガラス板
切断の初段階で機械的に微細クラックを生成する方法(アメリカ特許第6252197号)や、パ
ルスレーザービームによってひびを入れる方法(アメリカ特許第6211488号)などが有効な
ことも知られている。
【０００６】
　また、最近は半導体の材料である単結晶シリコンウェハーをレーザーによって切断する
試験も実施されている。
【非特許文献１】Ceramic Bulletin誌 第48巻9号、1969年
【特許文献１】アメリカ特許第3932726号
【特許文献２】アメリカ特許第6112967号
【特許文献３】アメリカ特許第5609284号
【特許文献４】アメリカ特許第6252197号
【特許文献５】アメリカ特許第6211488号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前記のレーザービームによる切断方法は、前記スクライブラインをレーザービ
ームによって生成させ、その後、ブレーキング作業は機械的応力を加える方法であるため
信頼性が低く、さらに、機械的応力によるブレーキングであるため、別途の研磨工程を必
要とする。
【０００８】
　従って、前記の問題点を解決するべく提案されたガラス板のレーザー切断に関する発明
(韓国特許出願番号 第10－2000－0042313号)では、非金属材料の切断が始まる箇所の所定
の方向に初期のひびを形成し、所定の切断線に沿って第１次加熱ビームを照射して非金属
材料を加熱し、前記１次加熱ビームによって加熱された部分に第1次急冷(quenching)を実
施してひびを発生させ、前記ひびが発生した部分に第２次加熱ビームを照射して非金属材
料を加熱し、前記第２次加熱ビームによって加熱された部分に第２次急冷を実施すること
を特徴とする非金属材料の切断方法を開示している。
【０００９】
　即ち、初期のひび入れと、スクライビング工程だけでなくブレーキング作業をレーザー
ビームによって実現させていることが特徴となっている。
【００１０】
　又、前記の発明を通じてガラス板の切断効率を95％以上まで引き上げることができた。
【００１１】
　しかし、切断が始まる部分の断面にハックルマーク(hackle mark)と呼ばれる、サイズ
と模様が不規則的なひび(crack)が、切断された全区間の約10％程度に形成され、ガラス
板の切断面に甚だしい屈曲を形成させることにより製品の品質を低下させる問題がある。
【００１２】
　さらに、前記ガラス板切断の初期はハックルマークが現れるが、切断初期の過程を経過
した後は、切断面がある程度滑らかになることが認められる。しかし、前記のように、切
断が始まる領域において切断線の直進性が劣ることになり、ガラス板の完全分離が失敗す
ることもある。
【００１３】
　また、切断されたガラス板の切断面の平坦度を低下させるばかりでなく、製品の外観と
品質を損なうとともに、ガラス板が分離されながら微細な屑を発生させる問題もある。
【００１４】
　前記の問題点を改善するために等速度でガラス板を切断する場合、レーザー出力の条件
によってはガラス板の切断面に形成される前記ハックルマークのサイズと発生する数を減
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少させることはできるが、これを完全に取り除くことはできなかった。
【００１５】
　以上の問題を解決するべく本発明の出願者は韓国特許出願 第10-2002-65542号を出願し
ているが、ガラス板切断の最適化を可能にする条件の付与が未だ十分でない実情である。
そこで、本発明はレーザービームによるガラス板の切断時、切断面の品質を改善すること
ができる装置及びその条件を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　　本発明において、様々の実施例及び比較例を通じて、非金属平板の切断におけるスク
ライビング工程及び、ブレーキング工程の最適条件の有無に対して詳細に検討した結果、
下記のような特定条件を実現することによって、前述のような問題を解決しながら安定的
にガラス板を切断することができる方法を見出すことに至った。
【００１７】
　　すなわち、本発明では、ガラス板の切断開始点に微細なクラックを入れるクラッキン
グ手段と、前記ガラス板に吸収される少なくとも一つのレーザービームによる照射加熱手
段と、前記少なくとも一つのレーザービームによる照射加熱の後、冷却流体によるガラス
板の冷却手段と、ブレーキング手段を含むガラス板の切断装置において、前記レーザービ
ームが第１炭酸ガスレーザービームである照射手段と、その照射面積20～200mm2に平面照
射密度を0.05～2joule/mm2の範囲で制御する第１制御手段と、前記第１炭酸ガスレーザー
ビ―ム照射手段の後部に配設される前記冷却流体による第１冷却手段を配設してスクライ
ブラインを生成させた後、ガラス板のブレーキング工程を行うことを特徴とするガラス板
切断装置を開示する。
【００１８】
　　さらに、本発明のまた一つの特徴は、前記ブレーキング手段として、前記第１冷却手
段の後部に配設する第２炭酸ガスレーザービーム照射手段と、その照射面積20～200mm2に
体積照射密度を0.1～0.5joule/mm3の範囲に制御する第２制御手段によってブレーキング
工程を実施することである。
【００１９】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００２０】
　前述のように、ガラス板の切断開始点に微細クラックを入れるクラッキング手段として
はダイアモンド、石英、硬化ガラスなどの超硬度材料で形成されたノッチングクラッカー
,  または Nd:YV04であるパルス・レ－ザを集光装置を介して集光照射する公知技術を利
用する。
【００２１】
　前記の微細クラックの長さは0.5～5mmであれば十分である。
【００２２】
   また、前記第１レーザービーム照射手段は炭酸ガスレーザーを利用してガラス板の切
断線を照射加熱し、その後、流体による冷却を実施してガラス板上にスクライブラインを
発生させる。
【００２３】
　前記の流体は従来の冷却窒素ガスなどの気体だけでなく、水微粒子を含んでいる空気又
は液体状の冷却水が望ましい。
【００２４】
　しかし、前記の冷却水は液晶表示パネルのTFTなど半導体においては不純物が混有され
てはならないため、純水が好ましい。
【００２５】
　又、前記の冷却水がガラス板上に残存する場合は、真空吸引手段によって、除去するこ
とが好ましい。
【００２６】
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　前記第一炭酸ガスレーザービームによる照射は、円形状の焦点ではなく切断予定線の長
手方向に長い楕円形状であることが望ましい。
【００２７】
　前記楕円形状の単位面積及び単位時間当たりの照射密度を前述の本願における特定照射
強度の範囲にすることによって、滑らかで深い正常スクライブラインを生成させることが
できる。
【００２８】
　本発明においては、前記第１炭酸ガスレーザービームの照射をその照射面積20～200mm2

に平面照射密度を0.05～2joule/mm2の範囲で制御する。
【００２９】
　照射量の平面照射密度が0.05joule/mm2を下回ると、エネルギーの不足でスクライブラ
インが発生しない。
【００３０】
　又、照射量が増大するほどスクライブラインの深さは大きくなるが、平面照射密度が2j
oule/mm2を超えると、スクライブラインがジグザグ状になって、ブレーキング工程で問題
が発生する。
【００３１】
　従って、より安定的かつ正常的なスクライブラインを生成させるためには前記の平面照
射密度の範囲を0.1～１joule/mm2にすることが最も望ましい。
【００３２】
　さらに、スクライブライン生成のためのレーザービームの照射量(K)は次の式１で求め
られる。
【００３３】
　(式１)
　K＝P × ε × L ÷ V
　式中、
　Ｐ＝レーザー発振器の出力(watt)、
　ε＝レーザー発振器の出力率
　V ＝照射部の移送速度(mm/sec)であり、
　平面照射密度(Φ)の算出方法は次の式２で求められる。
【００３４】
　(式２)
　Φ＝Ｐ × ε × L ÷ ( ｖ × A )
　式中、
　Ｐ＝レーザー発振器の出力(watt)、
　ε＝レーザー発振器の出力率
　L ＝照射部の移送長さ(mm)、
　ｖ＝照射部の移送速度(mm/sec) 及び
　A ＝照射面積(mm2) である。
【００３５】
　前記の照射量の単位はjoule、平面照射密度の単位はjoule/mm2になる。
【００３６】
　即ち、ガラス板の切断においては、溶融切断のようにレーザービームの集光による焦点
照射でなく、所定の照射面積を楕円形状に分散させて照射し、切断予定線上を融点以下の
高温にすることが好ましい。
【００３７】
　そのため、発振器からのレーザー光束を１個以上のレンズによって調合し、楕円形状に
開光させることが望ましい。
【００３８】
　本発明においては、前記の冷却手段の後部に配設する第２の炭酸ガスレーザービーム照
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射手段と照射面積20～200mm2に体積照射密度0.05～0.5joule/mm3の範囲に制御するための
第２の制御手段を設けて目標とするガラス板切断線に沿って切断することができる。
【００３９】
　前記の切断工程におけるレーザー照射の強度は、ガラス板の切断予定線の全体を切断す
ることになるため、ガラス板切断予定線の体積を考慮したエネルギー量でなければならな
い。
【００４０】
　即ち、体積照射密度(δ)は次の式３で求められる。
【００４１】
(式３)
δ＝Ｐ × ε × L ÷ ( ｖ × A × t )
式中、
Ｐ＝ レーザー発振器の出力(watt)
ε＝ 作動条件、
L ＝ スクラブラインの長さ(mm)、
ｖ＝ 照射部の移送速度(mm/sec)、
A＝ 照射面積(mm2) 
ｔ＝ ガラス板の厚さ(mm)である。単位はjoule/mm3となる。
 
【００４２】
　前記の体積照射密度が0.05joule/mm3を下回る場合、スクライブラインを正常的に形成
することはできるが、エネルギーの不足でガラス板が切断されない。一方、前記体積照射
密度が0.5joule/mm3を超える場合、スクライブラインを前記と同様、正常的に形成するこ
とはできるが、ガラス板の切断断面に不規則な凹凸が発生したり、又は切断稜線が鋭いジ
グザグ状になって使用者の手指が切られる危険も生じ、極端的な場合は切断予定線を大き
く外れて割れてしまうこともある。
【００４３】
　従って、望ましくは0.1～0.3joule/mm3の体積照射密度の範囲に制御することによって
安定的なブレーキング作業を実施することができる。
【００４４】
　又、前記第１レーザービーム照射面積が20mm2未満では、スクライブラインの生成に必
要なエネルギーが狭い面積に集中するため、ガラス板の切断線表面及び内部の温度分布が
急激に変わり、滑らかなスクライブラインにならなく微細なジグザグ状になり、結局、ス
クライブラインの断面は貝穀状の凹凸だらけの断面になる。
【００４５】
　このようなジグザグ状のスクライブラインになる場合、次のブレーキング工程で切断線
を外れて割れてしまうなど、問題の原因となる。
【００４６】
　一方、レーザービームの照射面積が200mm2を超えるとガラス板切断予定線が広い面積で
加熱されるので、やはりスクライブラインがジグザグ状に形成されるなどの問題が発生す
る。
【００４７】
　前記のような理由で、第1レーザービーム照射面の平面形状は、切断予定線の長手方向
に長い楕円形状にすることが望ましい。
【００４８】
　同様に、ブレーキング工程における第2レーザービーム照射面積についても、20mm2未満
ではスクライブライン断面の両側における温度分布の対称化が難しくなって、断面が凹凸
状になるなどの問題が発生する。又、照射面積が200 mm2を超える場合、他方に大きく折
り返され、割れてしまう問題も発生する。
【００４９】
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　前記のスクライブライン形成工程及びブレーキング工程においてレーザービームの照射
量を制御する方法は、レーザー発振器の出力率、移送速度、照射面積の３つのパラメータ
ーの中で、少なくとも１つ以上を制御する方法による。
【００５０】
　特に、ガラス板の切断工程初期段階で切断断面のハックルマークと呼ぶ多少凹凸状にな
った切断面が現れるが、これは実用上において特に問題性はない。しかし、これを防止す
るために、初期にはレーザー移送速度を遅らせてだんだんスピードアップさせながら、段
階的に移送速度を上げて行く方法が最も効果的である。
【００５１】
　前述のようにガラス板の切断工程初期にレーザーの移送速度を遅らせる理由は、レーザ
ービームをガラス板の切断線に照射し始める時、ガラス板の切断初期の端部はガラス板の
内部の部分と異なり、空気層と端部が接しているのでレーザービームによる光が屈折等の
原因によって熱に変化することにより、レーザービームがガラス板に容易に吸収されにく
いからである 。
【００５２】
　又、伝熱においても、レーザービームによって発生された熱が非金属板であるガラス板
の内部側だけでなく空気へも伝熱が行われるので、切断条件がガラス板の切断部分におけ
る初期とその以後とは相違することになる。
【００５３】
　従って、ガラス板の切断部分の切断初期とその以後とに同様の切断条件を与えるように
するためには、ガラス板がレーザーによって放射される熱を吸収することができる時間的
間隔を与えなければならない。
【００５４】
　しかし、レーザー出力の変化なしに、移送速度だけを減少させる場合、単位時間当たり
のガラス板が受ける熱量が大きくなって、ガラス板自体が溶融されたり切断予定線の直角
方向に裂けが生じるスコーチング(scorching)が発生したり,またはガラス板の表面が剥離
されるピーリング(peeling)現象が発生したりする。
【００５５】
　前記のような理由によって移送速度を減少させると同時にレーザーの出力も減少させる
ことが要求される。
【００５６】
　　しかし、前記のように減少された移送速度とレーザー出力の条件でガラス板の切断工
程を行う場合、生産性において問題がある。
【００５７】
　その上、切断初期部分の以後に減少させた移送速度と、レーザーの出力を維持する場合
、切断初期部分以後の最適条件より切断面の品質が低下する。
【００５８】
　これは、ガラス板の切断予定線における切断初期と切断初期以後の伝熱の条件及びレー
ザービームの吸収条件が相違するからである。
【００５９】
　従って、切断初期部分で減少させた移送速度とレーザーの出力は、元の最適条件まで引
き上げなければならない。
【００６０】
　この際、移送速度の変化率とレーザー出力の変化率を一致させる必要がある。
【００６１】
　前記の変化率を一致させない場合、移送速度とレーザー出力の相互間系が崩れて、ガラ
ス板が溶融するか、或いは全く切断できなくなる結果をもたらすからである。
【００６２】
　前記のような理由でレーザーの出力を移送速度の変化に合わせて同期する工程が必要と
される。



(8) JP 4337050 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

【００６３】
　ハックルマークを減少させる他の方法は、移送速度を一定にし、ガラス板の切断開始部
分や既に形成された切断線を超えて切断する場合は、本発明の前述した範囲内で体積照射
密度を高めて切断工程が安定化されたとき、連続的に、又は１段以上のステップで体積照
射密度を減少させても良い。
【００６４】
　前記の方法によってレーザビームの移送速度或いは出力率を変化させてハックルマーク
を減少させる方法を実行する場合、具体的には、前記第２制御手段によって切断初期にお
けるブレーキング手段の体積照射密度を開始点から10～150mmの間で、10～60％に減少さ
せることが望ましい。
【００６５】
　特に、前記のように第２制御手段が切断初期においてブレーキング手段の照射強度を減
少させて10～60％にする時、切断初期と切断初期以後の照射強度を連続曲線的に、或いは
２段以上のステップを取るように制御する。
【００６６】
　本発明において使用するレーザービーム発振器は、例えば、連続ビーム型発振器、パル
ス型発振器の中いずれか一つをスクライブ工程及びブレーキング工程に使用することがで
きる。
【００６７】
　その中で、連続ビーム型発振器が熱衝撃が低いので本発明の発振器として好適である。
【００６８】
　ガラス板にレーザービームを移送照射する方法は、ガラス板を固定してレーザービーム
を移動させてもよく、或いはレーザービームを固定してガラス板をXYテーブル上に装着し
、該テーブルを移動させても良い。又、液晶表示パネルやプラズマディスプレーなど、大
型２枚のガラス板を所定のギャップで接着させた後、各セル板を切断することもできる。
【００６９】
　この時、表・裏の片方を切断した後、裏返して片方を切断するか、或いはそのまま背後
の方からレーザービームを照射して切断しても良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７０】
　　以下、本発明を実施するための実施装置を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００７１】
　切断装置としてのクラッキング手段はダイアモンド、やすり、石英ガラスなどを含む超
硬度材料で形成されたノッチングクラッカーを使用する。
【００７２】
　又、前記のクラッカーは炭酸ガスレーザーやYAGパルスレーザーを目標材料が吸収する
高エネルギービームをレンズによって集光し、その焦点を照射するなど公知の方法を利用
する。
【００７３】
　クラッカーによる微細クラックの長さは0.5～５mmで十分である。
【００７４】
　本実施例の場合Nd：YV04 パルスレーザーを使用し、レーザー発振器(2)と集光レンズ(3
)を具備する。
【００７５】
レーザー発振器(2)から発生したレーザービームは集光レンズ(3)によって集光され、目標
材料に照射されることによってノッチング(初期クラック、19)を生成する。
 
【００７６】
　前記の照射手段はガラス板にレーザービームを照射して加熱する第１炭酸ガスレーザー
を利用し、照射されたレーザービームは楕円形状にした。
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【００７７】
　第１冷却手段によって前記第１炭酸ガスレーザーで加熱された部分にクェンチング(que
nching)を実施してクラックを発生させるクェンチャー(急冷装置)を設置し、前記クェン
チャーのすぐ後方には第１吸入装置を設置する。
【００７８】
　レーザービームによって加熱された部分を冷却させるクェンチャー物質は流体であり、
従来の冷却窒素等の気体だけでなく、水微粒子を含んでいる空気或いは液体状の水が望ま
しい。
【００７９】
　クェンチャー物質は注入口(10)に注入された後、クェンチャー物質流出口(9)に排出さ
れることによって目標材料を冷却させる。
【００８０】
　クェンチャー物質がガラス板上に残存する場合は、前記吸入装置を利用して除去するこ
とにより、以後の工程に悪影響を及ぼすことがないようにする。
【００８１】
　前記第１吸入装置は吸入口(11)と吸入管(12)とで構成される。
【００８２】
　又、前記の照射密度は前記楕円形状の単位面積及び単位時間当たりの、前記本発明にお
ける特定照射強度の範囲にすることによって、滑らかで深いスクライブラインを生成させ
ることができる。
【００８３】
　前記の光学加熱手段には出力調節器(図示省略)が内装され、外部の入力によってレーザ
ービームの出力を調節することができるようにする。
【００８４】
　ブレーキング手段は第２炭酸ガスレーザーを利用し、照射されたレーザービームは円形
、半円形或いはチューブ状にして熱量を集中させる。
【００８５】
　前記第２炭酸ガスレーザーの構造は第１炭酸ガスレーザーと実質的に類似し、光学加熱
手段によって加熱された部分を急冷(quenching)させる第２クェンチャーをさらに含むこ
ともできる。
【００８６】
　図１及び図２は実施例１を示し、ブレーカーが光学加熱手段だけで成る場合であり、図
３及び図４は実施例２を示し、ブレーカーが光学加熱手段と第２クェンチャーで成る場合
である。
【００８７】
　実施例２のように第２クェンチャーをさらに含めることによって切断面をより滑らかに
し、また切断効率の向上に有効であり、さらに、切断面の溶融を防ぐので寸法のずれを減
らすことができる。
【００８８】
移送装置(図示省略)は移送速度を制御する移送コントローラーと連結され、所定の移送速
度で装置を移送させることができる。
【００８９】
　さらに、移送速度とレーザービームの出力を同期させるための同期装置を更に含めるこ
とによって、移送速度が変化しても目標材料が受ける熱量を調節することができるように
なる。
【実施例】
【００９０】
　以下、本発明の理解のために好適な実施例と比較例を挙げて詳細に説明する。しかし本
実施例によって本願特許の範囲が特定されるものではない。
【００９１】
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 ＜実施例１＞
　レーザーヘッドの移送速度は250mm/秒にした。
【００９２】
　Coherent(コヒーレント)社の Nd：YV04 レーザー発振器で第４高周波(266μm, 10kHz, 
1.8W)を凸レンズで集光し、その焦点をガラス板の切断予定線の始端に約0.3mmのサイズに
照射し、初期クラックを発生させた。
【００９３】
　第１炭酸ガスレーザービームは10kHzで、平均出力250Wパルス発振器のパルス幅をパル
ス中心間距離の40％（以下“作動条件”と言う。最大60％）に調整して照射した。
【００９４】
　照射面積142.6mm2は、図２に示す楕円の長径ａ,短径 bを測定して楕円形の面積として
求めた。
【００９５】
　次に、空気を3kg/cm2の水に加圧し、霧の状態で噴霧してスクライブラインを発生させ
た。
　前記楕円内の平面照射密度は0.386joule/mm2とし、スクライブの深さは170μm、スクラ
イブラインを顕微鏡観察した結果、いかなる模様もなく優良な品質であった。
＜実施例２＞
　前記実施例１における作動条件を13％に、第1炭酸ガスレーザービームの照射面積を59.
2mm2に絞った結果、問題のないスクライブが発生した。
＜実施例３＞
  前記実施例１における作動条件を52％、又、照射面積も162.9mm2に増加させ、平面照射
密度を0.442joule/mm2に維持した結果、問題のないスクライブが発生した。
＜実施例４＞
　前記実施例１における移送速度を100mm/秒に減速して、作動条件を20％に、又、照射楕
円の短径も縮径して平面照射密度を0.758joule/mm2に増加させ、冷媒も水単体に変えた。
【００９６】
　結果はスクライブの深さが200μm増加し、良好なスクライブが発生した。冷媒を水単体
にする場合、スクライブの深さが大きくなる傾向があることを確認した。
＜実施例５＞
　実施例４における移送速度を300mm/秒に上げ、作動条件も40％に上げて平面照射密度を
0.393joule/mm2に維持した結果、問題のないスクライブが発生した。
＜実施例６＞
  前記実施例５における作動条件を32％に下げ、平面照射密度を0.226joule/mm2に維持し
た結果、問題の無いスクライブが発生した。
＜実施例７＞
  前記実施例５における移送速度を450mm/秒にもっと上げるとともに、作動条件を26％に
下げ、平面照射密度を0.18joule/mm2にした結果、この場合も問題のないスクライブが発
生した。
＜比較例１＞
　実施例５における移送速度を750mm/秒にもっと上げるとともに、作動条件を26％に下げ
、平面照射密度を0.041joule/mm2にした結果、スクライブラインは生成されなかった。
【００９７】
　この結果によって、平面照射密度が0.05joule/mm2を下回ると、ガラス版が切断できな
いことが分かった。
＜実施例８＞
　前記実施例１における第１炭酸ガスレーザーとしてパルス型レーザー発振器の代わりに
、連続ビーム型240W炭酸ガスレーザー発振器を使用してスクライブを生成させた。
【００９８】
　出力率は発振器の出力調整機能を利用し、前記連続発振器の鏡、レンズ系は前記パルス
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発振器と同様のものを使用した。従って、照射形状は楕円形に、照射面積は68.1mm2、平
面照射密度は0.496joule/mm2であった。
【００９９】
　その後、人力による機械的な方法で切断して、スクライブの断面を観察した。その結果
、問題が全くなく、深さ170μmの良質のスクライブラインが生成された。
＜実施例９＞
　前記実施例８における移送速度を下げるとともに、出力率を上げ、冷媒を水に変え、ス
クライブラインの深さを増大させるために平面照射密度を１.747joule/mm2まで上げた結
果、スクライブラインの深さは190μmであった。
【０１００】
  又、スクライブラインは直線状で、実用上において問題はないがスクライブの断面に大
きな波形が発生して限界に近いことが確認されるので、エネルギー密度の付加は２joule/
mm2以下が望ましいことが分かった。
＜実施例１０＞
  前記実施例８における出力率をさらに上昇させ、スクライブライン深さの増大のために
平面照射密度を0.993joule/mm2まで上げた結果、深さは190μmに止ったが、やはり良質の
スクライブラインが生成された。
＜実施例１１＞
  前記実施例６の条件によって問題の無い正常的なスクライブラインを発生させた後、再
び同じ300mm/秒の移送速度で第２炭酸ガスレーザービームを照射して各々0.7mm厚さのガ
ラス板を一定のギャップで接着させた液晶表示パネルを切断した。
【０１０１】
　この場合には、発振源を２つ有する500Wパルス型炭酸ガスレーザー発振器のレーザービ
ームの作動条件を36％に調整することによって後尾が尖った実質的に５角形の模様で照射
した。
【０１０２】
　その照射面積(79.8mm2)は図２に示すc、d、e部分を測定し、レーザービームの照射面積
を四角形と三角形の合計で近似値に計算したものである。
【０１０３】
　ガラス板の切断はその厚さ方向に行われるので、照射エネルギーはガラス板の単位体積
当たりに換算した体積照射密度を計算して、その数値0.125joule/mm3を得た。
【０１０４】
　その結果、ガラス板の始端から50mmの部分までの切断面に、ハックルマークが形成され
ているが、これは実用上においては問題がなく、前記始端から50mmの部分以後は平滑な切
断面が現れた。
＜実施例１２＞
   前記実施例11における第２炭酸ガスレーザービームの作動条件を28％に低下させた結
果、やはり切断始端ではハックルマークが現れたが、それ以外の断面は実用上特別な問題
はなかった。
＜実施例１３＞
   前記実施例11における移送速度を150mm/秒に下げ、作動条件を23％に低下させた結果
、初期におけるハックルマークもなく、その以後も問題がなかった。
【０１０５】
  前記の結果は体積照射密度が、0.133joule/mm3で約10％近く上昇したためと推定される
。
＜実施例１４＞
  前記実施例13の結果を高速移送によって確認するため、移送速度を300mm/秒にし、作動
条件も50％にして、体積照射密度を0.158joule/mm3にした結果、問題が全くなかった。
＜実施例１５＞
  前記実施例14における方法によって、0.7mm厚さの代わりに1.2mm厚さのガラス板でなる
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液晶表示パネルに変えたが、照射面積を59.6mm2に縮小し、体積照射密度を0.14joule/mm3

にした結果、問題が全くなかった。
＜実施例１６＞
  前記実施例15の結果に基づいて、ガラス板を3mm厚さの単一板に変えて切断を行った。
【０１０６】
  照射面積を50.3mm2に絞り、移送速度を遅らせて100mm/秒にし、作動条件も60％にして
体積密度を0.196joule/mm3に上げた結果、大きな波形の切断面になったが、実用上では全
く問題のない切断面を得た。
【０１０７】
  しかし、照射面積を相当程度縮小させる場合は、スクライブラインの中心に置かれるた
め、移送・照射することが困難になるので、照射面積はおよそ直径５mmの円、即ち20mm2

以上が望ましい。
＜実施例１７＞
  実施例11における照射面積を115mm2に拡大しても、結果は変わらなかった。
＜実施例１８＞
  実施例17の場合より照射面積を331.5mm2に拡大しても、結果は実施例11と同様であった
。
＜比較例２＞
  実施例11における作動条件を60％に設定し、移送速度を100mm/秒に下げ、照射面積を56
mm2に縮小するとともに、体積照射密度を0.638joule/mm3に上げた結果、切断線はガラス
板の切断予定線から大きく横に外れてしまった。
＜比較例３＞
  実施例11における作動条件を60％に設定し照射面積を450mm2に広大した結果、体積照射
密度が0.638joule/mm3に減少し、エネルギー不足のためガラス板は全然切断できなかった
。
＜実施例１９＞
  実施例11における第２炭酸ガスレーザーを、パルス型レーザー発振器の代わりに連続ビ
ーム型240W炭酸ガスレーザー発振器を使用して、Bレンズから照射されたビームを円形に
照射して、0.7mm厚さのガラス板でなる液晶表示パネルを切断した。
【０１０８】
 出力率は40％で、実施例11の結果と同様の程度であった。
＜実施例２０＞
  実施例19における出力率を100％に増加した結果、ハックルマークもなく、良好な切断
断面を得た。
＜比較例４＞
  実施例19における出力率を20％に低下させた結果は、体積照射密度が0.044joule/mm3に
減少し、全然切断されなかった。
【０１０９】
　即ち、実施例18と併せて考慮するとき、体積照射密度が0.5joule/mm3未満ではエネルギ
ー不足のため切断が不可能ということが分かった。
【０１１０】
　以上、実施例１から実施例10のスクライブ工程におけるレーザー移送速度と、実施例11
から実施例20の切断工程におけるレーザー移送速度を一致させる条件を選択する場合、図
１で示すように、初期のクラック付与手段、第1炭酸ガスレーザー照射手段、冷却手段、
第２の全ての炭酸ガスレーザー照射手段を１つのレーザーヘッドに収納することができる
。
【０１１１】
　以上の実施例及び比較例を表でまとめると次のようである。
【０１１２】
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【表１】

【０１１３】

【表２】

【０１１４】
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【表３】

 

【０１１５】

【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１１６】
    本発明が発見した第１及び第２のレーザービームの照射条件を特定範囲に限定するこ
とによって、ジグザグ状のスクライブ線、切断面の凹凸化、横切断など、様々の問題を解
消することができた。
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【０１１７】
    これによって、ガラス板の単体ばかりでなく、液晶表示パネルやプラズマディスプレ
ー等の２枚のガラス板を接着させた状態で安定的に切断することができるようになり、切
断工程における製品収率(原料に対する製品の収率)を向上させることができる。
【０１１８】
　　また、最近では0.5mm以下の薄板化に進歩した液晶表示パネル用ガラス板の切断も、
本発明のレーザー照射条件を適用して安定的に行うことが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の第１実施形態の概略図。
【図２】本発明の第１実施形態における作業状態図。
【図３】本発明の第２実施形態の概略図。
【図４】本発明の第２実施形態における作業状態図。
【符号の説明】
【０１２０】
    2：レーザー発振器                 3：集光レンズ
    4：レーザービーム                 5：レーザービーム
    6：反射鏡                         7：レンズ
    8：スクライブビーム照射形態       9：クェンチング物質流出口
　 10：クェンチング物質 注入口       11：吸入口
　 12：吸入管                        13：レーザービーム
　 14：反射鏡                        15：レンズ
　 16：ブレーキングビーム照射形態    17：スクライブライン
　 19：切断予定線                    20：非金属板(ガラス板)
　 21：初期クラック                  22：切断部
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